
「行政評価・監視」は、山形行政評価事務所が行う行政改善活動の一つで、行政の運営全般を対象とし
て、主に合規性・適正性・効率性等の観点から評価を行い、行政運営の改善を推進するものです。

この行政評価・監視は、山形社会保険事務局が保険医療機関や保険薬局を対象に健康保険法などに基
づき実施している集団指導及び集団的個別指導の休日又は夜間の開催を望む声が、当事務所の行政相
談に寄せられていることから、利用者の利便を確保し保険医療機関等の負担を軽減する観点から、アン
ケート調査を行い、必要な改善を図るものです。

調査結果は、本日（平成１７年２月２８日）、山形社会保険事務局に対して所見表示をしたものです。
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保険医療機関等に対する指導日時等の改善
に関する行政評価・監視

＜行政評価・監視結果に基づく所見表示＞



概 略
背景

集団指導・集団的個別指導は
平日の午後に実施

↓
少人数の保険薬局では、指導を受
けるため閉局

↓
利用者に不便をかけているという
行政相談が複数あり

山形社会保険事務局は、集団指導・集団的個別指導を診療・営業時間と重なる平日の午後に実施

所見表示事項

今回の行政評価・監視の結果、以下の点について改善すべき事項を所見表示

１ 集団指導の指導日時等の改善
２ 集団的個別指導の指導日時等の改善

所見表示 山形社会保険事務局
平成１７年２月２８日

【山形社会保険事務局が行う保険医療機関・保険薬局に対する指導】
○ 集団指導：診療報酬点数表の改正時、保険薬局の新規指定時などに、

保険医療機関や保険薬局を一斉に集めて講習方式で行う。
○ 集団的個別指導：保険診療（調剤）に対する理解を深めること等を目的に、

保険医療機関や保険薬局を一斉に集めて、講習方式又は個別に
簡便な面接懇談方式で行う。

【具体的な指導方法についての規定】
厚生省保険局長通知 別添「指導大綱」

↓
「指導日時」について
○集団指導：規定なし
○集団的個別指導：土曜日及び休日を除く

【指導を行う根拠】
健康保険法
国民健康保険法
老人保健法
船員保険法

集団指導・集団的個別指導の開催日時等についてのアンケートを県内全機関・薬局（対象数：1,670）に対し実施
→集団指導：平均896機関・薬局、集団的個別指導：平均847機関・薬局から有効回答



所見表示１ 集団指導の指導日時等の改善

出席時の対応（H13～15）

診療等に支障なし
842(47.5%)

休診（閉局）して
出席
932(52.5%)

うち、患者からの
苦情あり 165(17.7%)

開催日時に関する要望

平日の午後の
ままでよい
560(49.3%)

改善要望（平日夜
間又は休日開催）
577(50.7%)
〔内訳〕：医師39.7%
歯科医師42.9%
薬剤師80.5%

開催場所に関する要望
（保険薬局）

県内１か所の
ままでよい
120(46.0%)

改善要望
(複数地区で開催)
141(54.0%)

所見表示要旨

保険医療機関等の意向を考慮して、次の措置を講ずること。
① 集団指導は、平日の夜間又は休日における開催を検討すること。
② 保険薬局の新規指定時の集団指導は、県内の複数地区における開催を検討すること。

半数以上の保険医療機関等が休診（閉局）
↓

急患の患者などに不便をかけている状況

【山形社会保険事務局が開催している集団指導】
① 診療報酬改定説明会

全保険医療機関（医師）対象に県内２か所で開催
② 診療報酬改定説明会

全保険医療機関（歯科医師）対象に県内２か所で開催
③ ４地区ブロック社会保険講習会
全保険医療機関（歯科医師）対象に県内３か所で開催

④ 保険薬局の新規指定 新規に厚生労働大臣の指定を

受けた保険薬局を対象に県内１か所で開催

→①～④はいずれも平日の午後に開催

出席時の対応（H13～15）

営業に支障なし
763(96.6%)

閉局して出席
27(3.4%)

多くの保険薬局が閉局となる
日曜日に開催されることにより、

利用者の利便確保
及び

保険薬局の負担軽減

（参考）山形県薬剤師会が
開催している
調剤報酬改定説明会
全保険薬局（薬剤師）対象

→平日営業に支障がないよう
日曜日に開催

アンケート結果

アンケート結果



所見表示２ 集団的個別指導の指導日時等の改善

【山形社会保険事務局が開催している
集団的個別指導（H15年度実績）】

① 保険医療機関（医師）45機関 県内３か所で開催

② 保険医療機関（歯科医師）33機関 県内１か所で開催

③ 保険薬局 28機関 県内３か所で開催

→①～③はいずれも平日の午後に開催

アンケート結果

出席時の対応（H13～15）

診療等に支障なし
103(45.8%)

休診（閉局）して
出席
122(54.2%)

うち、患者からの
苦情あり 26(21.3%)

開催日時に関する要望

平日の午後の
ままでよい
356(42.3%)

改善要望（平日夜
間又は休日開催）
485(57.7%)
〔内訳〕：医師48.9%
歯科医師37.9%
薬剤師81.9%

半数以上の保険医療機関等が休診（閉局）
↓

急患の患者などに不便をかけている状況

所見表示要旨

保険医療機関等の意向を考慮して、次の措置を講ずること。
① 集団的個別指導は、平日の夜間における開催を検討すること。
② 保険医療機関（歯科医師）を対象とする集団的個別指導は、県内の複数地区における開催を検討すること。

開催場所に関する要望
（歯科医師）

県内１か所の
ままでよい
86(48.9%)

改善要望
(複数地区で開催)
90(51.1%)


